
 

1.目 的  

1) 在宅ケアを必要とする人とその家族に対して質の高い看護を提供するために、地域の特性や生活状況を踏まえ

た、訪問看護に必要な最新の知識・技術を習得する。 

2) 在宅ケアチームにおけるメンバーそれぞれの役割を認識し、関係機関との連携・調整を可能とする訪問看護従

事者の資質向上を図る。 

2.主 催 秋田県 

3.実施機関 公益社団法人秋田県看護協会 訪問看護総合支援センター（運営窓口：事業部） 

4.教育期間 令和 8 年 5 月 19 日（火） ～ 9 月 16 日（水） 

5.受講方法 1.日本訪問看護財団「訪問看護 e ラーニング～訪問看護の基礎講座～」を必須科目とする 

2.秋田県看護協会での集合研修(講義・演習） 5 日間 

3.実習(訪問看護ステーション等) 5 日間 

6.日 程 (日程表参照) 

7.受講要件 以下の要件 1)～3)をすべて満たす者 

1）看護職の免許を有するもの（准看護師は実務経験 5 年以上の者）で、訪問看護を始めようとする者、訪問看護に

従事している者または訪問看護の知識・技術習得を目指す者。 

2)日本訪問看護財団「訪問看護 e ラーニング」を 、集合研修と実習を含めた本講習会の

修了を希望する者。 

＊訪問看護 e ラーニングは、集合研修と同時進行で受講し、実習開始前の 7 月末までに修了してください。 

＊日本訪問看護財団「訪問看護 e ラーニング～訪問看護の基礎講座～」は で、4 月上旬から受講申込

みが可能になります。 

3）本人の電子メールアドレスがあること。 

8.募集人数 20 名 

9.経 費 「訪問看護 e ラーニング～訪問看護の基礎講座～」受講料 16,500 円 

＊その他、学習に必要なインターネットへの接続料金や通信料等、ダウンロード資料の印刷に係る費用は自己負担。  

実習時の賠償保険加入料なども自己負担。 

10.修了証書 

  日本訪問看護財団「訪問看護 e ラーニング」、集合研修、実習の全科目を修了した者には、秋田県より訪問看護師

養成講習会修了証書を交付します。 

1１.申込み方法 

  下記の書類 1)～3)を封筒に入れ、４月１７日(金)必着で郵送または持参する。 

  1)看護職免許証を A4 サイズに縮小コピーしたもの 1 枚(カメラなどで写真撮影し、印刷したものは不可)。 

  2)別紙「訪問看護師養成講習会 受講申込書」＊受講申込書は、秋田県看護協会公式ホームページからダウンロード可能です 

  3)返信用封筒(長 3 封筒に 110 円切手貼付、宛先を記入) 

  送付先：〒０１０－０８７４ 秋田市千秋久保田町６-６ 公益社団法人秋田県看護協会 事業部 

  注意：この申込みは、訪問看護師養成講習会の全科目を受講するための手続きとして当協会宛となります。 

     この他に、日本訪問看護財団「訪問看護 e ラーニング～訪問看護の基礎講座～」への受講申し込みが必要と

なりますので、各自で日本訪問看護財団 manaable から直接申し込みを行ってください。 

12．受講決定通知は、５月１日頃までに郵送いたします。 



 

 令和 8 年 4 月 1 日現在 (講師名：敬称略) 

     ***：講義なし 

 

 

月 日 曜 9:30～12:00 13:00～15:30 会場 

5 月～7 月下旬 日本訪問看護財団「訪問看護 e ラーニング～訪問看護の基礎講座～」受講 

5 19 火 *** 
【開講】13：30～15：30 

     「研修受講 ガイダンス」 研修担当者 

5 階 

第 1 研修室 

5 21 木 
「訪問看護概論・基本姿勢／訪問看護過程」 9：30～15：30 

NPO 法人ホームホスピス秋田 理事長 中村 順子 

5 階 

第 1 研修室 

5 22 金            *** 
「訪問看護過程」13：30～16：00 
NPO 法人ホームホスピス秋田 理事長 中村 順子 

5 階 

第 1 研修室 

6 4 木            ***  

「在宅療養における日常生活行動支援-」 

(株)みらい みらい工房 早瀬 尚文 

                熊谷 達 

5 階 

第 1 研修室 

6 30 火 
「コミュニケーション技術・面接技法」 9：30～15：30 

                              青森県立保健大学 教授 川内規会 

5 階 

第 1 研修室 

7 23 木 

「医療的ケア児等の理解と支援」 
        コラソン センター長 小田内るり 

                   看護師 佐々木直子              

     訪問看護ステーションあきた 菊地富貴子 

「呼吸管理を必要とする療養者の理解と看護」   

          秋田県立医療療育センター  

慢性呼吸器疾患看護認定看護師 佐々木正吾 

5 階 

第 1 研修室 

7 31 金 施設見学 【秋田県立医療療育センター, コラソン 9:30～11:00】 
秋田県立 

医療療育セン

ター 

   8 月～9 月上旬   実 習 （訪問看護ステーション） 

9 16 水 *** 

「実習のまとめ」 13：30～15：30 

「訪問看護師養成講習会を受講しての学び」 
NPO 法人ホームホスピス秋田 理事長 中村 順子

【閉講】 

5 階 

第 1 研修室 


